
消費税の転嫁拒否等の行為に関する事業者等向け説明会及び相談会の実施について 

平成３１年４月１０日 

公 正 取 引 委 員 会 

 公正取引委員会では，消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る観点から，買いたたきや減額と

いった消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための取組と転嫁拒否等の行為に対する迅速

かつ厳正な対処のための取組を進めています。 

 平成３１年度においても引き続き消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている消費税の転

嫁拒否等の行為の概要やこれまでの違反事例などについて，公正取引委員会の担当者が説明

する説明会を開催します。 

 また，同説明会に併せて，転嫁拒否等の行為を受ける事業者等の方々からの御相談を公正

取引委員会の担当者が受け付ける相談会を実施します。 

１ 事業者等向け説明会について 

 事業者等向け説明会では，消費税転嫁対策特別措置法の概要を説明した後，転嫁拒否等

の行為について，その概要やこれまでの違反事例（勧告・指導事例）について説明を行い

ます。 

※ 消費税法の内容，消費税の転嫁を阻害する表示の是正，総額表示義務の特例，便乗値

上げ等についての説明会ではありませんので，申込みに当たっては御注意ください。 

【開催日時及び会場】 

※ 他の会場については，決定次第順次，ホームページに掲載いたします。 

地区 
開 催 日 

開催時間 
開催地 会場名 定員 

関東 

甲信越 

平成 31年 4 月 18 日（木曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

東京都 

千代田区

日本教育会館 中会議室 

千代田区一ツ橋 2-6-2 
130 名 

平成 31年 5 月 15 日（水曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 
同上 同上 同上 

平成 31年 5 月 22 日（水曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

千葉県 

千葉市 

千葉商工会議所 第１ホール 

千葉市中央区中央 2-5-1  

千葉中央ツインビル 

100 名 

※ 上記会場では，財務省及び国税局職員による消費税軽減税率制度の説明会（午後 2時 55 分

から午後 3 時 45 分）と併せて開催いたします。 

東海 

北陸 

平成 31年 5 月 13 日（月曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

岐阜県 

岐阜市 

OKB ふれあい会館 3 階 302 大会議室 

岐阜市薮田南 5-14-53 
125 名 

平成 31年 5 月 17 日（金曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

静岡県 

静岡市 

B-nest(ビネスト)6 階 演習室 4及び 

プレゼンテーションルーム 

静岡市葵区御幸町 3-21  

ペガサート 6 階 

100 名 



東海 

北陸 

平成 31年 5 月 23 日（木曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

石川県 

金沢市 

北國会館 10 階 香林坊プラザホール 

金沢市香林坊 1-2-24 
120 名 

平成 31年 5 月 24 日（金曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

富山県 

富山市 

富山県中小企業研修センター2 階  

大ホール 

富山市赤江町 1-7 

150 名 

平成 31年 5 月 30 日（木曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

静岡県 

浜松市 

21 世紀倶楽部 17 階 静岡新聞ホール

浜松市中区旭町 11-1 

プレスタワー17階 

105 名 

平成 31年 6 月 7日（金曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

愛知県 

名古屋市

ウインクあいち 10 階 1002 大会議室

名古屋市中村区名駅 4-4-38 
110 名 

平成 31年 6 月 12 日（水曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

愛知県 

岡崎市 

岡崎市民会館 1階 大会議室 

岡崎市六供町出崎 15-1 
80 名 

平成 31年 6 月 19 日（水曜） 

午後 2 時 00 分～午後 3時 45 分 

三重県 

津市 

三重県教育文化会館 5階 大会議室 

津市桜橋 2-142 
100 名 

※ 上記会場では，各会場とも国税局職員による消費税軽減税率制度の説明会（午後 2時 55 分

から午後 3 時 45 分）と併せて開催いたします。 

 

【消費税の転嫁拒否等に関する事業者等向け説明会のお申込みについて】 

（１）申込みは，下記アドレスの申込フォームに必要事項を記載の上，お申込みください。 

  https://www.jftc.go.jp/kosyukai6/form/apply_infos/insert 

※ １事業者又は事業者団体から，複数名の御参加も可能です（なお，申込みが多数

の場合には，１事業者又は事業者団体当たりの人数を調整させていただく場合があ

ります。）。 

※  申込みフォームを御覧になる際は，Internet Explorer ver.5.0 以降の利用を推

奨します。 

   また，申込完了後，御記入いただいたメールアドレス宛てに到達通知が送付されます

ので，その到達通知又は「講習会の申込み登録結果」と表示された画面を印刷し，説明

会当日，会場にお持ちください。 

（２）受付については，先着順とし，定員になり次第締切りとさせていただきます。 

（３）申込みの際に入手した個人情報は，本説明会業務以外の目的には，使用いたしません 

（４）会場にお越しの際は公共交通機関を御利用ください。 

（５）説明会で使用する資料については，説明会会場にて配布いたします。 

（６）会場での食事は御遠慮ください。 

（７）説明会についての問い合わせ先は後記３を御参照ください。 

 

２ 相談会について 

前記１の説明会に併せて，消費税の転嫁拒否等の行為を受ける事業者等の方々からの御

相談を公正取引委員会の担当者が受け付けます。消費税の転嫁拒否等でお困りの事業者の

方は，お気軽に御相談ください。 

相談会については，事前の参加申込み等は不要です。 

  また，前記１の事業者等向け説明会に参加しない事業者等の方も，相談会に御参加いた

1。 



だくことは可能です。 

  なお，事業者等向け説明会へ御参加する際には，事前申込が必要となりますので御注意

ください。 

 ※ 前記 1の説明会終了後に実施する会場では，開始時間が多少前後することがあります。 

 

【開催日時及び会場】 

 ※ 他の会場については，決定次第順次，ホームページに掲載いたします。 

 

地区 
開 催 日 

開催時間 
開催地 会場名 

関東 

甲信越

平成 31年 4 月 18 日（木曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

東京都 

千代田区 

日本教育会館 中会議室 

千代田区一ツ橋 2-6-2 

平成 31 年 5 月 15 日（水曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 
同上 同上 

平成 31年 5 月 22 日（水曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

千葉県 

千葉市 

千葉商工会議所 第１ホール 

千葉市中央区中央 2-5-1  

千葉中央ツインビル 

東海 

北陸 

平成 31年 5 月 13 日（月曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

岐阜県 

岐阜市 

OKB ふれあい会館 3 階 302 大会議室 

岐阜市薮田南 5-14-53 

平成 31 年 5 月 17 日（金曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

静岡県 

静岡市 

B-nest(ビネスト)6 階 演習室 4及び 

プレゼンテーションルーム 

静岡市葵区御幸町 3-21  

ペガサート 6 階 

平成 31年 5 月 23 日（木曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

石川県 

金沢市 

北國会館 10 階 香林坊プラザホール 

金沢市香林坊 1-2-24 

平成 31 年 5 月 24 日（金曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

富山県 

富山市 

富山県中小企業研修センター2 階 

大ホール 

富山市赤江町 1-7 

平成 31 年 5 月 30 日（木曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

静岡県 

浜松市 

21 世紀倶楽部 17 階 静岡新聞ホール 

浜松市中区旭町 11-1 

プレスタワー17階 

平成 31年 6 月 7日（金曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

愛知県 

名古屋市

ウインクあいち 10 階 1002 大会議室 

名古屋市中村区名駅 4-4-38 

平成 31 年 6 月 12 日（水曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

愛知県 

岡崎市 

岡崎市民会館 1階 大会議室 

愛知県岡崎市六供町出崎 15-1 

平成 31 年 6 月 19 日（水曜） 

午後 3 時 50 分～午後 4時 30 分 

三重県 

津市 

三重県教育文化会館 5階 大会議室 

津市桜橋 2-142 



 

【注意事項】 

（１）相談会でお聞きした内容は秘密として厳守いたしますので，安心して御相談ください 

（２）多数の相談希望者がいた場合には，会場の都合上，全ての相談を受け付けることがで

きない場合がございます。その場合には，公正取引委員会の担当者が地域・職場にお伺

いする移動相談会も実施しておりますので，そちらも御活用ください。 

   移動相談会の詳細ページアドレス 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/dec/idousoudan.html
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３ 説明会及び相談会についての問い合わせ先 

  以下の開催地区を管轄する公正取引委員会の各地方事務所等にお問い合わせください。 

地区 お問い合わせ先 電話番号 

北海道 北海道事務所 ０１１－２３１－６３００ 

東北 東北事務所 ０２２－２２５－７０９５ 

関東甲信越 取引部消費税転嫁対策調査室 ０３－３５８１－１８９１ 

東海北陸 中部事務所 ０５２－９６１－９４２２ 

近畿 近畿中国四国事務所 ０６－６９４１－２２０５ 

中国 中国支所  ０８２－２２８－１５２０ 

四国 四国支所 ０８７－８１１－１７５８ 

九州 九州事務所  ０９２－４３７－２７５６ 

沖縄 内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室 ０９８－８６６－００４９ 

 


